鏡野町合併２０周年記念町勢要覧作成業務に係る
公募型プロポーザル実施要領

1． 目的
この実施要領は、鏡野町合併２０周年記念町勢要覧作成委託業務（以下、「本業務」という。）を委託するための公募型プロポーザルに関して必要な事項を定める。 本業務は、合併２０周年の節目を迎える鏡野町において、本町が有する自然、歴史、文化等の状況や、町勢及び現況を視覚的にわかりやすく紹介し、住みたいまち、住み続けたいまちのイメージを町内外に広く発信するとともに、本町への理解を深めてもらう。

２．業務の概要 
（１）業 務 名　鏡野町合併２０周年記念町勢要覧作成業務 
（２）業務内容　別紙仕様書のとおり
（３）期間　契約締結日から令和７年２月２８日までの間 
（４）委託上限額　３,５２０,０００円（税込） 

３．委託業者選定方法
企画提案書等による公募型プロポーザル

４．公募型プロポーザル方式を採用する理由
本業務の受託者の選定にあたっては、幅広い事業者の中から実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を総合的に判断して最適な受託者を決定するため。 

５．参加資格要件 
本プロポーザルに参加できる者は、公告時点で参加資格として以下の要件を全て満たしている者とする。 
（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）鏡野町建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。
（３）鏡野町暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等が団体の運営に関与していないこと。
（４）会社更生法第１７条に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法第２１条第１項に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。
（５）破産法に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。
（６）国税、県税及び市町村税を滞納している者でないこと。
（７）参加申込後、請負業者決定までの間においても参加資格条件を満たすこと。
[bookmark: _Hlk167350153][bookmark: _GoBack]（８）令和６年４月１日現在、市区町村における市・区・町・村勢要覧又は、それに類する都道府県や市区町村が発行する記念誌やパンフレット等の作成実績が３つ以上あること。また、そのうち１件以上が岡山県内の自治体発行のものであること。

６．スケジュール
	
	内容
	日時

	1 
	公告（実施要領等の公表）
	令和６年５月３０日(木)

	2 
	質疑受付期限
	令和６年６月　６日(木)　１７時まで

	3 
	質疑への回答
	令和６年６月１１日(火)　１７時まで

	4 
	参加表明書及び企画提案書等必要書類の提出
	令和６年６月１２日(水)　　９時から
令和６年６月２０日(木)　１７時まで（必着）

	5 
	審査（プレゼンテーション）予定日
	令和６年６月２７日(木)　 午後

	6 
	選定結果通知予定日
	令和６年７月　４日(木)

	7 
	契約締結
	令和６年７月上旬



７．質疑書の提出方法等 
本業務に伴う実施要領及び仕様書、企画提案書の提出に係る質疑は、質疑書（様式第７号）を提出すること。
（１）提出期限
令和６年６月６日（木） １７時必着
（２）提出方法
下記の電子メールで提出すること。件名は「鏡野町合併２０周年記念町勢要覧作成業務に関する質疑」とすること。
電子メールアドレス machi@town.kagamino.lg.jp
（３）回答方法
提出された質問に対する回答は、令和６年６月１１日（火）１７時までに、鏡野町ホームページ内「鏡野町合併２０周年記念 町勢要覧作成業務に係る公募型プロポーザルの実施について」上で公開する。

８．参加申込手続方法等 
（１）参加表明書の提出
本業務への参加を希望する事業者は、公募型プロポーザル実施要領に基づき参加表明書及び必要書類（以下「参加表明書等」という。）を提出しなければならない。なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、この公募型プロポーザルに参加することができない。
1 必要書類　
· 参加表明書（様式第１号）
・ 企画提案書（任意様式）
・ 法人概要書（様式第２号）
・ 業務実績調書（様式第３号）
・ 業務実施体制調書（様式第４号）・実施スケジュール（任意様式）
・ 業務に係る事業費積算内訳書、業務に係る事業費積算内訳書（様式第５号、６号）
業務実績として記入した発行物については、できるだけ最新のもの２種類を添付する。
2 提出部数
正本１部、副本７部
※提出書類は、各１部ずつをまとめてファイル・クリップ等に綴じて提出すること。
※作成する書類については、令和６年４月１日現在を基準として作成すること。
（２）参加表明書等の提出期限
提出期限 令和６年６月２０日（木）１７時必着
（３）提出方法 郵送又は持参すること。（電子メール、ＦＡＸは不可）
 　 ※なお、持参する場合は、事前に来日時を連絡すること。また、郵送の場合は、提出期
限に必着とし、書留など到着が確認できる方法に限る。
（４）提出先 事務局（鏡野町役場　まちづくり課）
（５）参加表明書及び企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式第８号）を令和６年６月２６日(水)１７時までに事務局へ持参または郵送すること。なお、辞退した場合でも、これを理由として以後における不利益な扱いを受けることはない。

９．企画提案書作成時の留意事項 
企画提案書を作成する際は、仕様書により作成し提出するものとする。
（１）企画提案書の形式
Ａ４版片面 任意１５ページ以内（通しページを記入すること。）
※提案書のファイリングは、冊子などではなく、ホチキス止め・クリップ止めなどの簡　易的なものとする
（２）企画提案書に記載する事項
　企画提案書には、下記事項など具体的な提案を明記するほか、イメージ図を多用し、必
要に応じて資料を添付すること。
・企画コンセプト
・全体の構成案
・デザイン案
・独自提案
・ページ数及び装丁（具体的な規格を詳細に記すこと）
・その他
写真は、この事業に関してのみ、鏡野町ホームページ掲載の広報紙から引用を許可す
る。具体的なイメージの判断がつくよう工夫すること。

１０．審査 
（１）審査概要
①事前審査
事務局にて提出された企画提案書以外の書類審査（８.の(１)）については、事前に事務局にて内容を確認する。場合によっては、提案者に対し、問い合わせ、ヒアリング等を行うことがある。
1 企画提案書等審査
事務局にて企画提案書以外の書類審査が終了後、審査委員会を開催し、企画提案書をもとに審査を行う。
2 企画提案書に関するプレゼンテーション
企画提案書をもとに、審査委員会向けに、提出した企画提案書に関するプレゼンテーションを行う。
※企画提案書に関するプレゼンテーションを行う業者は、数者程度とし、応募者多数の場合は、提出された「受託実績表」、「企画提案書」について、審査委員会にて予備審査を実施し、数者程度に絞り込む。（予備審査を実施する場合は、応募者全員に電子メール等で通知する。）
（２）審査項目
1 企画提案書及びプレゼンテーション
2 業務実績
3 実施体制
4 実施工程
5 見積価格
（３）審査方法
1 町勢要覧作成業務に係る審査委員会を設置し、各選定委員が提案についてそれ　　　　　　　　　　　　　ぞれ審査を行う。ただし、見積提示金額が２の(４)で示す委託上限額を超えている場合は、その企画提案は受け付けしない。
2 審査方法は、審査項目毎に評価点数の合計点数の高い者を上位として競う方法により行う。
3 審査の経緯経過に関する質問等は、一切受け付けない。



（4） 評価基準
[image: ]
（５）提案書に関するプレゼンテーション
1 日時 令和６年６月２７日（木）午後　予定
2 場所 岡山県苫田郡鏡野町竹田６６０番地　鏡野町役場　危機管理センター
3 提案書を基に選定委員に対し、プレゼンテーションを行い、審査委員からの質問等に回答をすること。当日の追加資料の配布など、事前に提出された提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。ただし、事前資料を見やすく拡大したもの等は使用できるものとする。
4 設定時間は、１事業者につきプレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分以内、合計３０分とする。
5 会場内に入室できる出席者は、３名（制作責任者・担当者など）以内とする。
6 プレゼンテーションで利用する機器については、提案者が準備すること。ただし、HDMI接続による大型画面スクリーンは当町で準備する備品を使用可能とする。（使用の有無については、６月２０日(木)までに事務局に連絡する。）
（６）優先交渉権者（契約予定者）の選定
①提出された書類、企画提案書及びプレゼンテーション、見積書にて評価し、評価点の合計点が最も高い事業者を優先交渉権者とする。
※最高得点者が２者以上ある場合は、「(2)③企画提案書及びプレゼンテーション」の評価点、特に「(4)②４総合評価」を重視し、審査委員会が採決して決定する。
②優先交渉権者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、次点者と協議を行うものとする。
本業務委託の参加表明者が １者の場合でも審査を行い、審査委員会が適切な事業者と判断した場合は、優先交渉権者とする。
（７）選考結果の通知
提出書類に基づき応募事業者の参加資格を審査し、令和６年７月４日(木)までに応募事業者全員に対して審査結果を電子メール及び書面（普通郵便）にて通知する。

１１．提案者の無効又は失格 
次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。
（１）提出期限を過ぎて、企画提案書等が提出された場合
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合
（３）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に
なった場合
（４）審査の公平性を害する行為があった場合
（５）プレゼンテーションを欠席した場合
（６）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合

１２．契約に関する基本事項 
（１）契約の締結
本プロポーザルにより選定した受託候補者を相手方として、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結する。
（２）支払方法
業務完了後の一括払いとする。

１３．その他 
（１）企画提案に要する費用は、全て参加表明者の負担とする。
（２）提出された企画提案書及び見積書等は、採択・不採択に関わらず返却しない。
（３）採択された企画提案書の著作権は、鏡野町に帰属する。
（４）事業実施により完成した町勢要覧の成果品に関する一切の権利（原版及びデータの所
有権並びに印刷物の著作権等）は、鏡野町に帰属するものとする。
※ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利（以
下「権利留保」という。）については、受託者に留保するものとし、この場合、鏡野町は
権利留保分についての当該権利を非独占的に使用できるものとする。
（５）企画提案書の提出は、１者１提案とする。
（６）企画提案書を受理した後は、その追加及び修正は認めない。
（７）企画提案書は、委託業者の選定作業以外の目的で提案者に無断で使用しない。
（８）企画提案書は、委託業者の選定を行うにあたり必要な範囲において複写することがある。
（９）業務内容は、採択された企画提案書の内容を優先するが、鏡野町との協議により追加・
変更・修正を加える場合がある。
（10）本業務の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
（11）当該案件に関する事項について、電話又は口頭による問い合わせについては、一切回
答しない。
（12）提出された書類等は、原則情報公開の対象とする。
（13）本プロポーザルは、あくまでも当該業務の契約の相手方となる候補者を選定するもの
であり事業者選定後、双方の協議のうえ業務の詳細については定める。

１４．事務局 
本事業に関する事務局は、鏡野町役場 まちづくり課に置く。
鏡野町役場 まちづくり課
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田６６０番地
TEL:0868-54-2982 FAX:0868-54-2988
E-mail:machi@town.kagamino.lg.jp
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企画提案書等

見積価格は、予算及び業務内容に対して適

正であるか

※単に安価だけでなく総合的に評価

業務を行うのに十分な実施体制であるか

町勢要覧にとらわれず目を引くなどデザイ

ン性が優れているか

企画力と実効性を有した提案がなされてい

るか

鏡野町の魅力を最大限に引き出し外へ発信

できる可能性を感じるか

独自提案の内容は作成目的に合ったものか

評価点数＝　　　　　　　　　点

評 価 項 目

評 価

評 価 の 視 点

企画提案書の内容がわかりやすいか、読み

やすくするための工夫がなされているか

※編集能力が優れているか

実施工程（スケジュール）は妥当か

本業務及び関連業務の事業実績が豊富であ

るか

プレゼンテーションはわかりやすく魅力的

か（質疑応答に適切に対応しているか）


